
は
じ
め
に

　

介
護
保
険
制
度
が
実
施
さ
れ
て
か
ら

20
年
以
上
た
っ
て
い
る
が
、
介
護
を
め

ぐ
る
悲
劇
が
後
を
絶
た
な
い
。

　

本
年
８
月
中
に
目
に
し
た
ニ
ュ
ー
ス

だ
け
で
も
、
次
の
よ
う
な
事
件
が
起
き

て
い
る
。

・「
帰
省
中
の
実
家
で
祖
母
の
介
護
を

め
ぐ
り
、
口
論
。
30
代
の
妻
は
39
歳
の

夫
に
殴
ら
れ
け
が
、夫
が
逮
捕
さ
れ
る
」

（
８
月
13
日
Ｈ
Ｂ
Ｃ
北
海
道
放
送
）

・「
札
幌
市
で
、
85
歳
の
夫
を
、
81
歳

の
妻
が
刃
物
で
刺
し
殺
す
。
妻
は
病
気

が
ち
で
、
夫
が
介
護
を
し
て
い
た
と
い

う
」（
８
月
14
日
Ｈ
Ｂ
Ｃ
北
海
道
放
送
）

・「
兵
庫
県
西
宮
市
の
住
宅
で
白
骨
化

し
た
遺
体
見
つ
か
る
。
75
歳
の
男
性
と

み
ら
れ
る
。
同
居
す
る
妻
が
病
気
の
夫

の
介
護
を
し
て
い
た
よ
う
だ
が
、
死
体

遺
棄
の
疑
い
で
捜
査
」（
８
月
20
日
関

西
テ
レ
ビ
）

　

ま
た
、
８
月
14
日
読
売
新
聞
の
「
人

生
案
内
」
に
は
、「
ワ
ン
オ
ペ
介
護
に

絶
望
感
」
と
い
う
見
出
し
で
、
50
歳
の

女
性
か
ら
の
人
生
相
談
が
掲
載
さ
れ

た
。
そ
れ
に
よ
る
と
、「
90
代
の
母
親

の
在
宅
介
護
を
し
て
４
年
。
一
人
っ
子

で
独
身
、
介
護
離
職
を
し
て
、
完
全
に

ワ
ン
オ
ペ
介
護
。
貯
金
も
底
を
つ
き
、

母
親
の
年
金
が
頼
り
。
経
済
的
に
厳
し

く
、
ヘ
ル
パ
ー
や
デ
イ
サ
ー
ビ
ス
も
頼

め
な
い
。
自
分
の
人
生
を
犠
牲
に
し
て

い
る
と
い
う
思
い
が
ぬ
ぐ
え
ず
、
何
で

も
な
い
こ
と
で
腹
が
立
ち
、
母
親
に
当

た
っ
て
し
ま
う
。
自
分
と
将
来
へ
の
絶

望
感
で
、
逃
げ
出
し
た
い
気
持
ち
で

い
っ
ぱ
い
だ
」。

　

２
０
０
０
年
に
介
護
保
険
制
度
が
実

施
さ
れ
た
頃
は
、
介
護
保
険
は
、
家
族

の
介
護
負
担
を
軽
減
し
、
介
護
を
社
会

全
体
で
支
え
る
「
介
護
の
社
会
化
」
の

制
度
だ
と
い
わ
れ
た
。「
家
族
を
介
護

か
ら
解
放
す
る
ハ
ッ
ピ
ー
な
制
度
」
と

い
う
イ
メ
ー
ジ
を
醸
し
出
し
た
。
家
族

は
介
護
を
提
供
す
る
の
で
は
な
く
、「
家

族
は
愛
情
を
」「
介
護
サ
ー
ビ
ス
は
専

門
家
が
」
と
い
っ
た
言
葉
が
、
政
府
の

官
僚
か
ら
口
に
出
さ
れ
た
。
し
か
し
、

冒
頭
の
メ
デ
ィ
ア
の
ニ
ュ
ー
ス
の
と
お

り
、
介
護
保
険
制
度
実
施
後
20
年
を
経

て
も
、
家
族
の
介
護
に
悩
み
、
場
合
に

よ
っ
て
は
虐
待
事
件
、
さ
ら
に
は
殺
人

事
件
に
ま
で
至
る
ケ
ー
ス
が
後
を
絶
た

な
い
。

　

本
稿
で
は
、
な
ぜ
在
宅
介
護
を
め

ぐ
っ
て
こ
う
し
た
悲
劇
が
起
き
る
の

か
。
そ
れ
を
防
ぐ
方
法
は
介
護
保
険
制

度
に
は
な
い
の
か
、
本
当
の
介
護
者
支

援
と
は
何
か
、と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
、

介
護
関
係
の
デ
ー
タ
と
、
日
本
と
ド
イ

ツ
の
介
護
保
険
制
度
の
比
較
の
中
か
ら

考
察
す
る
。

　

結
論
を
先
に
述
べ
る
と
、
次
の
よ
う

に
な
る
。

①
日
本
の
介
護
保
険
制
度
に
は
、
介
護

者
支
援
の
発
想
が
な
く
、
介
護
保
険
法

に
規
定
さ
れ
て
い
な
い
。

②
同
居
家
族
が
い
る
と
、
そ
の
家
族
の

介
護
の
有
無
に
か
か
わ
ら
ず
、
被
保
険

者
は
保
険
給
付
の
一
部
が
制
約
を
受
け

る
、
す
な
わ
ち
被
保
険
者
の
権
利
が
侵

　

山
口
道
利
1
・
馬
欣
欣　
　
　
　
　
　
　

介
護
保
険
に
お
け
る
介
護
者
支
援
充
実
の
必
要
性

増
田
社
会
保
障
研
究
所
代
表
・
東
京
通
信
大
学
教
授

害
さ
れ
て
い
る
。

③
家
族
な
ど
の
介
護
（
イ
ン
フ
ォ
ー
マ

　
増
田 

雅
暢

ル
ケ
ア
）を
評
価
し
て
い
な
い
こ
と
が
、

結
果
的
に
、
制
度
的
な
介
護
（
フ
ォ
ー
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害
さ
れ
て
い
る
。

③
家
族
な
ど
の
介
護
（
イ
ン
フ
ォ
ー
マ

図1　主な介護者の割合の推移

（出典）厚生労働省「国民生活基礎調査」

ル
ケ
ア
）を
評
価
し
て
い
な
い
こ
と
が
、

結
果
的
に
、
制
度
的
な
介
護
（
フ
ォ
ー

マ
ル
ケ
ア
）
分
野
で
の
介
護
人
材
不
足

や
、
介
護
保
険
財
政
の
肥
大
化
を
招
い

て
い
る
。

④
ド
イ
ツ
の
介
護
保
険
制
度
で
は
、
日

本
と
異
な
り
、
さ
ま
ざ
ま
な
介
護
者
支

援
策
を
介
護
保
険
法
に
規
定
し
て
い

る
。
こ
の
こ
と
は
、
家
族
に
よ
る
介
護

を
労
働
と
し
て
社
会
的
に
評
価
し
て
い

る
と
い
え
る
。
日
本
で
は
否
定
さ
れ
た

現
金
給
付
の
制
度
が
あ
る
。

⑤
日
本
で
も
、
介
護
保
険
制
度
の
持
続

可
能
性
の
た
め
に
も
、
家
族
な
ど
の
介

護
者
支
援
策
を
介
護
保
険
法
上
に
位
置

づ
け
、
実
施
す
べ
き
で
あ
る
。

第
１
章　

介
護
者
の
現
状

１　

介
護
者
総
数
は
６
５
３
万
人

　

日
独
の
介
護
保
険
制
度
に
お
け
る
介

護
者
支
援
策
の
比
較
考
察
を
す
る
前

に
、
日
本
の
介
護
者
の
現
状
を
み
る
こ

と
に
す
る
。

　

全
国
の
介
護
者
総
数
は
、総
務
省「
令

和
3
年
社
会
生
活
基
本
調
査
」
に
よ
れ

ば
、
６
５
３
万
人
で
あ
る
１
。
全
人
口

の
６
・
１
％
、
日
本
人
の
お
よ
そ
20
人

に
1
人
は
介
護
者
で
あ
る
。

　

男
女
別
で
は
、
女
性
が
全
体
の
６
割

を
占
め
る
。
年
齢
階
級
別
で
は
、
60
歳

以
上
が
３
４
０
万
人
、
介
護
者
全
体
の

約
５
割
を
占
め
て
い
る
。
70
歳
以
上
は

１
３
７
万
人
、
約
25
％
と
、
高
齢
者
が

高
齢
者
を
介
護
す
る
「
老
老
介
護
」
の

状
況
が
明
ら
か
に
な
っ
て
い
る
。

　

30
歳
未
満
の
介
護
者
は
26
万
人
、
介

護
者
全
体
の
４
％
。
現
在
、
ヤ
ン
グ
ケ

ア
ラ
ー
の
問
題
が
社
会
的
に
注
目
を
集

め
て
い
る
が
、
実
際
は
、
高
齢
の
介
護

者
こ
そ
大
多
数
で
あ
り
、
さ
ま
ざ
ま
な

問
題
を
抱
え
て
い
る
。

　
２　

介
護
者
の
具
体
的
状
況

　

介
護
者
に
関
す
る
具
体
的
な
状
況
に

関
し
て
は
、
厚
生
労
働
省
の
「
国
民
生

活
基
礎
調
査
」
が
３
年
ご
と
に
「
介
護

に
関
す
る
調
査
」
を
行
っ
て
い
る
の
で

参
考
に
な
る
。
こ
れ
は
１
９
９
５
年
か

ら
実
施
さ
れ
て
い
る
の
で
、
時
系
列
的

に
変
化
を
み
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
「
令
和
元
年
国
民
生
活
基
礎
調
査
」

に
よ
っ
て
、
２
０
１
９
年
時
点
の
状
況

を
整
理
す
る
と
、次
の
と
お
り
で
あ
る
。

　

在
宅
で
要
介
護
者
（
要
支
援
者
を
含

む
。
以
下
同
じ
）
の
い
る
世
帯
は
、
核

家
族
世
帯
が
40
％
、単
独
世
帯
が
28
％
、

そ
の
他
の
世
帯
が
19
％
と
な
っ
て
い

る
。
時
系
列
的
に
は
、
三
世
代
世
帯
の

割
合
の
減
少
が
顕
著
で
、
１
９
９
５
年

に
は
39
％
と
、
最
も
高
か
っ
た
。

配偶者

子

子の配偶者

別居家族等

事業者
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半
数
に
な
っ
て
い
る
。在
宅
介
護
で
は
、

介
護
保
険
の
訪
問
介
護
等
を
活
用
し
て

も
、
介
護
者
の
介
護
負
担
が
大
き
い
こ

と
が
わ
か
る
。
こ
の
状
況
は
、
時
系
列

的
に
み
て
も
、ほ
と
ん
ど
変
化
が
な
い
。

介
護
者
が
介
護
負
担
に
疲
れ
て
し
ま
う

「
介
護
疲
れ
」
や
、
介
護
者
が
健
康
を

悪
化
さ
せ
て
し
ま
う
「
介
護
倒
れ
」
と

い
う
言
葉
が
一
般
化
し
て
い
る
。

　
３　

高
齢
者
虐
待
や
介
護
殺
人
の
状
況

　

高
齢
者
虐
待
の
実
態
に
つ
い
て
は
、

厚
生
労
働
省
が
毎
年
報
告
す
る
「
高
齢

者
の
養
護
者
に
対
す
る
支
援
等
に
関
す

る
法
律
に
基
づ
く
対
応
状
況
等
に
関
す

る
調
査
結
果
」
が
参
考
に
な
る
。

　

こ
れ
に
よ
れ
ば
、
在
宅
で
養
護
者
に

よ
る
高
齢
者
虐
待
の
相
談
・
通
報
件
数

は
、
１
万
８
８
９
０
件
（
２
０
０
６
年

度
）
か
ら
３
万
４
０
５
７
件
（
２
０
１

９
年
度
）
と
増
加
し
て
い
る
。
高
齢
者

虐
待
判
断
件
数
も
、
１
万
２
５
６
９
件

（
２
０
０
６
年
度
）
か
ら
１
万
６
９
２

８
件
（
２
０
１
９
年
度
）
と
増
加
し
て

い
る
。
虐
待
者
の
続
柄
は
、
多
い
方
か

ら
息
子（
40
％
）、夫（
21
％
）、娘（
18
％
）

の
順
に
な
っ
て
お
り
、
男
性
が
約
6
割

で
あ
る
。
前
述
し
た
男
性
介
護
者
の
増

加
が
背
景
に
あ
る
だ
ろ
う
。

　

主
な
介
護
者
の
同
居
・
別
居
の
状
況

は
、
要
介
護
者
と
同
居
が
54
％
、
次
い

で
別
居
の
家
族
等
が
14
％
。

　

主
な
介
護
者
の
要
介
護
者
と
の
続
柄

を
み
る
と
、
配
偶
者
が
24
％
と
最
も
多

く
、
次
い
で
子
が
21
％
、
子
の
配
偶
者

が
８
％
と
な
っ
て
い
る
。
時
系
列
的
に

は
、
子
の
配
偶
者
い
わ
ゆ
る
嫁
の
割
合

低
下
が
著
し
い
。
１
９
９
５
年
時
点
で

は
30
％
と
最
も
多
か
っ
た
。
ま
た
、
介

護
保
険
が
実
施
さ
れ
て
か
ら
事
業
者
が

主
な
介
護
者
の
場
合
も
あ
り
、
12
％
を

占
め
て
い
る
（
図
１
参
照
）。

　

同
居
の
主
な
介
護
者
を
性
別
で
み
る

と
、
男
性
35
％
、
女
性
65
％
で
女
性
が

多
い
。
時
系
列
的
に
み
る
と
、

１
９
９
５
年
で
は
男
性
16
％
、
女
性

84
％
で
あ
っ
た
か
ら
、
男
性
の
介
護
者

の
割
合
が
増
加
し
て
い
る
。

　

主
な
介
護
者
を
年
齢
階
級
別
に
み
る

と
。
男
女
と
も
60
歳
以
上
が
7
割
を
占

め
る
。
こ
こ
で
も
老
老
介
護
の
実
情
が

あ
ら
わ
れ
て
い
る
。

　

要
介
護
度
別
に
み
た
同
居
の
主
な
介

護
者
の
介
護
時
間
を
み
る
と
、
要
介
護

度
が
重
く
な
る
に
従
い
、
介
護
時
間
が

増
加
し
て
い
る
（
図
２
参
照
）。

　

要
介
護
４
や
要
介
護
５
で
は
、
ほ
と

ん
ど
終
日
介
護
を
し
て
い
る
割
合
が
、

（出典）厚生労働省「令和元年国民生活基礎調査の概要」

図2　要介護度別にみた同居の主な介護者の介護時間の構成割合（2019年）
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一
方
、
介
護
を
し
て
い
る
家
族
に
よ

る
虐
待
な
ど
で
死
亡
し
た
高
齢
者
数

（
い
わ
ゆ
る
介
護
殺
人
）
は
、
メ
デ
ィ

ア
の
調
査
で
は
、
毎
年
20
人
前
後
で
推

移
し
て
い
る
２
。

　

こ
の
よ
う
に
、
介
護
保
険
制
度
が
普

及
し
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
高
齢

者
虐
待
の
増
加
や
介
護
殺
人
の
存
在
が

み
ら
れ
る
こ
と
は
、
介
護
者
の
介
護
負

担
に
よ
る
ス
ト
レ
ス
や
疲
労
の
増
大
が

背
景
に
あ
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

　

以
上
、
デ
ー
タ
か
ら
み
た
介
護
の
実

態
を
整
理
す
る
と
、次
の
よ
う
に
な
る
。

①
全
国
の
介
護
者
総
数
は
６
５
３
万

人
、
人
口
の
６
・
１
％
、
お
よ
そ
20
人

に
１
人
は
介
護
者
。介
護
者
の
半
数
は
、

60
歳
以
上
の
高
齢
者

②
在
宅
の
要
介
護
者
の
主
な
介
護
者

は
、
配
偶
者
か
子
供
。
１
９
９
０
年
代

に
最
も
多
か
っ
た
子
供
の
配
偶
者
（
い

わ
ゆ
る
嫁
）
の
割
合
は
大
幅
に
減
少

③
介
護
者
の
男
女
比
は
、
女
性
２
対
男

性
１
。
１
９
９
０
年
代
と
比
較
し
て
男

性
の
割
合
が
倍
増

④
介
護
保
険
実
施
後
も
、
在
宅
の
介
護

者
の
負
担
は
軽
減
し
て
い
な
い
。
高
齢

者
虐
待
の
相
談
・
通
報
件
数
や
虐
待
判

断
件
数
も
増
加
傾
向

第
２
章　

日
独
の
介
護
保
険
に

お
け
る
介
護
者
支
援

１　

日
本
の
介
護
保
険
で
は
介
護
者
支

援
は
皆
無
に
近
い

　

日
本
の
介
護
保
険
制
度
は
、
要
介
護

者
へ
の
保
険
給
付
の
種
類
や
提
供
、
要

介
護
者
へ
の
ケ
ア
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
の
方

法
な
ど
、
要
介
護
者
中
心
の
仕
組
み
と

し
て
つ
く
ら
れ
て
い
る
。

　

一
方
、家
族
等
の
介
護
者
の
存
在
は
、

制
度
上
は
考
慮
さ
れ
て
い
な
い
。
し
た

が
っ
て
、
介
護
保
険
法
上
に
お
い
て
、

要
介
護
者
を
介
護
す
る
と
い
う
意
味
で

の
「
介
護
者
」
と
い
う
用
語
は
使
用
さ

れ
て
い
な
い
３
。

　

介
護
保
険
制
度
創
設
時
の
検
討
段
階

で
は
、
介
護
者
へ
の
現
金
給
付
い
わ
ゆ

る
介
護
手
当
の
制
度
化
に
つ
い
て
、
厚

生
省
の
老
人
保
健
福
祉
審
議
会
で
議
論

が
行
わ
れ
た
。
し
か
し
、
種
々
の
理
由

か
ら
、
介
護
手
当
の
制
度
化
は
否
定
さ

れ
た
４
。

　

介
護
保
険
法
が
成
立
し
、
施
行
を
半

年
後
に
控
え
た
１
９
９
９
年
秋
、
与
党

で
あ
る
自
民
党
か
ら
制
度
見
直
し
の
意

見
が
出
て
き
た
。
同
年
10
月
29
日
、
与

党
３
党
（
自
民
党
、
公
明
党
お
よ
び
自

由
党
）
か
ら
、
第
1
号
保
険
料
を
半
年

間
徴
収
し
な
い
こ
と
等
を
内
容
と
す
る

「
介
護
制
度
に
つ
い
て
」
と
い
う
申
し

入
れ
が
あ
っ
た
。
そ
の
中
に
、「
家
族

介
護
支
援
に
つ
い
て
は
、
介
護
者
の
物

心
両
面
に
わ
た
る
負
担
を
軽
減
す
る
た

め
、
慰
労
金
や
リ
フ
レ
ッ
シ
ュ
事
業
等

の
適
正
な
措
置
を
講
ず
る
」
と
い
う
事

項
が
盛
り
込
ま
れ
て
い
た
。

　

こ
の
提
案
を
受
け
て
、
政
府
・
厚
生

省
は
、
介
護
者
支
援
対
策
と
し
て
、
家

族
介
護
慰
労
事
業
（
要
介
護
４
・
５
の

重
度
の
要
介
護
者
を
介
護
す
る
低
所
得

世
帯
で
、
1
年
間
介
護
保
険
サ
ー
ビ
ス

を
利
用
し
な
か
っ
た
場
合
に
、
市
町
村

が
介
護
者
に
対
し
て
年
額
10
万
円
ま
で

の
金
品
を
支
給
す
る
事
業
）
や
、
家
族

介
護
用
品
（
紙
お
む
つ
な
ど
）
の
支
給
、

家
族
介
護
教
室
や
家
族
介
護
者
ヘ
ル

パ
ー
受
講
支
援
事
業
等
を
、
介
護
保
険

制
度
の
施
行
に
あ
わ
せ
て
実
施
す
る
こ

と
と
な
っ
た
。
た
だ
し
、
こ
れ
ら
の
措

置
は
、
介
護
保
険
制
度
外
の
も
の
と
位

置
づ
け
ら
れ
た
の
で
、
介
護
保
険
法
に

は
規
定
さ
れ
な
か
っ
た
。
現
在
、
こ
れ

ら
の
家
族
介
護
支
援
事
業
は
、
地
域
支

援
事
業
に
引
き
継
が
れ
て
い
る
。

　

日
本
の
介
護
保
険
制
度
で
は
、
家
族

等
の
介
護
者
の
存
在
を
ほ
と
ん
ど
考
慮

し
て
い
な
い
ど
こ
ろ
か
、
家
族
介
護
者

が
い
る
と
介
護
保
険
の
介
護
サ
ー
ビ
ス

を
受
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
い
う
制

約
を
受
け
る
こ
と
に
な
る
。

　

ま
ず
、
訪
問
介
護
員
は
、
同
居
家
族

へ
の
訪
問
介
護
の
提
供
は
禁
止
さ
れ
て

い
る
。
訪
問
介
護
員
の
４
人
に
１
人
が

65
歳
以
上
の
者
（
主
に
女
性
）
と
い
う

現
状
に
お
い
て
、
自
分
の
配
偶
者
が
要

介
護
状
態
に
な
れ
ば
、
そ
の
介
護
に
専

念
せ
ざ
る
を
得
な
く
な
り
、
訪
問
介
護

の
業
務
を
や
め
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の

こ
と
は
訪
問
介
護
員
の
人
材
不
足
に
つ

な
が
る
。

　

も
し
、介
護
保
険
の
給
付
が
あ
れ
ば
、

同
居
家
族
の
介
護
を
行
い
つ
つ
、
他
の

要
介
護
者
へ
の
訪
問
介
護
を
行
う
こ
と

が
で
き
る
だ
ろ
う
。
な
お
、
韓
国
の
介

護
保
険
で
は
、
日
本
と
異
な
り
、
介
護

療
養
保
護
士
が
家
族
に
対
し
て
介
護

サ
ー
ビ
ス
を
提
供
す
る
場
合
、
給
付
の

上
限
付
き
で
あ
る
が
、
介
護
保
険
給
付

の
対
象
に
な
る
。

　

次
に
、
要
介
護
者
に
同
居
の
家
族
が

い
る
場
合
、
家
族
が
病
気
や
障
害
な
ど

や
む
を
得
な
い
事
情
が
な
け
れ
ば
、
訪

問
介
護
の
う
ち
生
活
援
助
サ
ー
ビ
ス
は

利
用
で
き
な
い
と
い
う
制
限
が
あ
る
。

こ
れ
は
、
被
保
険
者
の
保
険
給
付
を
受

け
る
権
利
を
、
保
険
外
の
理
由
で
制
限
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し
て
い
る
も
の
で
あ
り
、
社
会
保
険
の

原
則
に
反
す
る
運
用
と
言
わ
ざ
る
を
得

な
い
。
ま
た
、
介
護
保
険
で
は
家
族
介

護
に
つ
い
て
は
評
価
し
て
い
な
い
の

に
、
同
居
家
族
が
い
る
場
合
の
保
険
給

付
の
制
限
の
よ
う
に
、
家
族
が
介
護
を

す
る
の
は
当
然
と
い
う
こ
と
を
前
提
に

し
て
い
る
よ
う
だ
。

　

こ
の
よ
う
に
日
本
の
介
護
保
険
は
、

介
護
者
支
援
策
が
ほ
と
ん
ど
な
い
ば
か

り
か
、
家
族
介
護
者
が
存
在
す
る
と
、

保
険
給
付
の
一
部
が
制
限
さ
れ
る
と
い

う
、
家
族
介
護
を
否
定
す
る
よ
う
な
仕

組
み
が
取
り
入
れ
ら
れ
て
い
る
。

２　

ド
イ
ツ
の
介
護
保
険
で
は
介
護
者

支
援
が
充
実

　

ド
イ
ツ
の
介
護
保
険
制
度
で
は
現
金

給
付
が
あ
る
こ
と
は
、
広
く
知
ら
れ
て

い
る
。
た
だ
し
、
日
本
で
は
ド
イ
ツ
で

現
金
給
付
が
存
在
し
て
い
る
理
由
に
つ

い
て
、
正
し
く
理
解
さ
れ
て
い
な
か
っ

た
。
ド
イ
ツ
の
現
金
給
付
は
、
日
本
に

お
い
て
介
護
手
当
反
対
論
の
一
つ
で

あ
っ
た
「
現
金
給
付
に
よ
り
家
族
を
介

護
に
押
し
付
け
る
」
と
い
っ
た
も
の
で

は
全
く
な
い
。

　

現
金
給
付
の
制
度
化
は
、
ド
イ
ツ
の

介
護
保
険
制
度
の
基
本
理
念
に
基
づ
く

も
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
基
本
理
念

と
し
て
、「
要
介
護
者
本
人
の
自
立
と

自
己
決
定
の
尊
重
」（
ド
イ
ツ
の
介
護

保
険
法
2
条
５
）
が
あ
り
、
そ
の
た
め

被
保
険
者
で
あ
る
要
介
護
者
は
、
保
険

給
付
で
あ
る
現
物
給
付
と
現
金
給
付

を
、
本
人
が
自
由
に
選
択
で
き
る
の
で

あ
る
。
現
物
給
付
と
現
金
給
付
の
組
み

合
わ
せ
と
い
う
選
択
も
で
き
る
。な
お
、

現
金
給
付
の
水
準
は
、
現
物
給
付
の
支

給
額
の
４
割
程
度
と
な
っ
て
い
る
。

　

現
金
給
付
の
利
用
方
法
は
、
被
保
険

者
本
人
に
ゆ
だ
ね
ら
れ
て
い
る
。
多
く

は
、
介
護
を
す
る
家
族
や
知
人
へ
の
手

当
と
し
て
利
用
さ
れ
る
。
あ
る
い
は
、

東
欧
か
ら
出
稼
ぎ
に
来
る
介
護
者
を
雇

う
財
源
と
し
て
も
利
用
さ
れ
る
。

　

ま
た
、
基
本
理
念
に
は
「
在
宅
介
護

の
優
先
の
原
則
」（
同
３
条
）
が
あ
る
。

そ
の
内
容
は
、
事
業
者
よ
り
も
家
族
に

よ
る
介
護
、
施
設
よ
り
も
在
宅
で
の
介

護
が
優
先
さ
れ
る
と
い
う
も
の
で
あ

る
。
日
本
で
は
、
在
宅
介
護
の
優
先
と

い
う
と
、
施
設
介
護
と
の
比
較
で
論
じ

ら
れ
る
が
、
ド
イ
ツ
で
は
、
そ
れ
ば
か

り
で
は
な
く
、
事
業
者
よ
り
も
家
族
に

よ
る
介
護
を
優
先
す
る
と
い
う
言
説
で

用
い
ら
れ
て
い
る
。

　

介
護
保
険
の
給
付
は
、「
家
族
や
隣

険
の
適
用
が
あ
る
。
い
ず
れ
も
介
護
者

本
人
の
保
険
料
は
免
除
さ
れ
、
保
険
者

で
あ
る
介
護
金
庫
が
保
険
料
を
負
担
す

る
。

　

さ
ら
に
、
家
族
等
介
護
者
は
、
介
護

金
庫
が
実
施
を
義
務
づ
け
ら
れ
て
い
る

無
料
の
介
護
講
習
を
受
け
る
こ
と
が
で

き
る
。

　

こ
の
よ
う
に
、
ド
イ
ツ
で
は
、
家
族

等
に
よ
る
イ
ン
フ
ォ
ー
マ
ル
な
介
護
を

「
社
会
的
労
働
」
と
し
て
評
価
し
て
い

る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
、
家

族
等
に
よ
る
介
護
を
制
度
に
組
み
入
れ

る
こ
と
に
よ
り
、
日
本
の
よ
う
に
介
護

サ
ー
ビ
ス
を
す
べ
て
外
部
の
事
業
者
に

依
存
し
て
い
る
仕
組
み
に
比
べ
て
、
介

護
保
険
財
政
の
肥
大
化
を
抑
制
す
る
結

果
に
な
っ
て
い
る
。

第
３
章　

日
本
と
ド
イ
ツ
の
介

護
者
支
援
策
の
比
較
か
ら
み
え

て
く
る
も
の

１　

日
本
と
ド
イ
ツ
の
介
護
者
支
援
策

の
比
較
考
察

　

以
上
み
て
き
た
よ
う
に
、
日
本
と
ド

イ
ツ
の
そ
れ
ぞ
れ
の
介
護
保
険
制
度
に

お
け
る
介
護
者
の
位
置
づ
け
、
介
護
者

の
権
利
、
介
護
者
支
援
の
内
容
を
比
較

す
る
と
、
大
き
な
相
違
が
あ
る
。

人
な
ど
の
自
主
的
な
介
護
や
支
援
を
補

完
す
る
も
の
」
と
位
置
づ
け
ら
れ
て
い

る
（
同
４
条
）。

　

こ
の
結
果
、
ド
イ
ツ
の
介
護
保
険
で

は
、
要
介
護
者
本
人
に
対
す
る
保
険
給

付
以
外
に
、
家
族
な
ど
の
介
護
者
に
対

す
る
支
援
策
が
制
度
化
さ
れ
て
い
る
。

　

ま
ず
、
要
介
護
者
へ
の
保
険
給
付
の

中
に
、「
代
替
介
護
」が
あ
る
。
こ
れ
は
、

要
介
護
者
を
介
護
す
る
家
族
等
介
護
者

が
病
気
に
な
っ
た
り
、
休
息
が
必
要
に

な
っ
た
り
し
て
在
宅
介
護
に
支
障
が
生

じ
た
場
合
に
、
家
族
等
介
護
者
に
代

わ
っ
て
事
業
者
に
よ
る
代
替
介
護
を

行
っ
て
も
ら
う
と
き
の
経
費
補
助
で
あ

る
。
こ
れ
に
よ
り
家
族
等
介
護
者
は
介

護
負
担
が
軽
減
さ
れ
、
一
定
期
間
の
休

息
等
の
後
、
在
宅
介
護
を
継
続
す
る
こ

と
が
で
き
る
。

　

次
に
、
介
護
者
が
社
会
保
障
の
給
付

を
受
け
る
権
利
が
保
障
さ
れ
て
い
る
。

法
19
条
に
、
在
宅
に
お
い
て
週
に
10
時

間
以
上
、
定
期
的
に
週
に
2
日
以
上
、

要
介
護
度
２
〜
５
の
要
介
護
者
を
1
人

以
上
介
護
す
る
介
護
者
は
、
社
会
保
障

の
適
用
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
、
と

規
定
さ
れ
て
い
る
。

　

具
体
的
に
は
、①
年
金
保
険
の
適
用
、

②
労
働
災
害
保
険
の
適
用
、
③
失
業
保
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日
本
で
は
介
護
者
支
援
策
が
法
定
化

さ
れ
て
お
ら
ず
、
そ
の
内
容
も
極
め
て

貧
弱
で
あ
る
の
に
対
し
、ド
イ
ツ
で
は
、

介
護
者
支
援
策
が
法
定
化
さ
れ
て
、
介

護
者
の
権
利
と
し
て
各
種
支
援
策
を
享

受
で
き
る
。

　

表
１
は
、
日
本
と
ド
イ
ツ
の
介
護
者

支
援
策
を
比
較
整
理
し
た
も
の
で
あ

る
。

　

日
本
で
は
、
介
護
者
支
援
策
と
し
て

地
域
支
援
事
業
に
よ
る
家
族
介
護
者
へ

の
支
援
が
あ
る
が
、
こ
の
事
業
は
市
町

村
の
任
意
事
業
で
あ
っ
て
、
実
施
す
る

か
否
か
は
市
町
村
の
裁
量
に
ゆ
だ
ね
ら

れ
て
い
る
。

　

ド
イ
ツ
と
異
な
り
現
金
給
付
が
な
い

た
め
に
、
仕
事
を
退
職
し
て
親
の
介
護

に
専
念
す
る
「
介
護
離
職
」
を
選
択
す

る
と
、
と
た
ん
に
無
収
入
に
な
っ
て
し

ま
う
。
ま
た
、
家
族
が
同
居
し
て
い
る

と
、
訪
問
介
護
の
生
活
援
助
サ
ー
ビ
ス

を
利
用
で
き
な
い
。
こ
れ
で
は
在
宅
介

護
よ
り
は
、
施
設
介
護
を
選
択
す
る
イ

ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
が
働
く
。
他
方
で
親
が

施
設
入
所
を
拒
ん
だ
場
合
、
親
子
の
葛

藤
が
生
じ
る
。
無
収
入
で
介
護
負
担
が

増
え
る
だ
け
で
は
、
ス
ト
レ
ス
が
昂
じ

て
虐
待
を
起
こ
し
か
ね
な
い
。

　

一
方
、
ド
イ
ツ
で
は
さ
ま
ざ
ま
な
介

護
者
支
援
策
が
法
定
化
さ
れ
て
い
る
。

要
介
護
者
本
人
へ
の
現
金
給
付
は
、
介

護
を
行
う
家
族
へ
の
報
酬
と
し
て
利
用

さ
れ
る
の
で
、
日
本
と
異
な
り
、
介
護

離
職
を
し
て
も
無
収
入
と
は
な
ら
な

い
。
ま
た
、
介
護
用
品
を
購
入
す
る
原

資
に
も
な
る
。

　

保
険
料
負
担
な
し
で
年
金
保
険
へ
の

表１　日本とドイツの介護者支援策の比較

（出典）筆者作成

日本 ドイツ
【介護保険制度】
＊要介護者への現金給付はなし
①地域支援事業における家族介護支援事
業

（地方自治体の任意事業）

【介護休業制度】
介護休暇（原則５日間）、介護休業（最長
93 日間）、時間外労働の制限・短時間勤
務等

【介護保険制度】
＊要介護者への現金給付がある
①代替介護の給付（１年間に６週間まで
家族介護者の代わりに事業者の介護職員
による介護サービスの提供）
②年金保険の適用（保険料の負担なし）
③労災保険の適用（保険料の負担なし）
④失業保険の適用（保険料の負担なし）
⑤医療保険料・介護保険料への補助
⑥介護金庫による介護講習会の実施や介
護相談の実施

【介護休業制度】
介護休暇（10 日間）、介護休業（６か月間）、
長期家族介護時間（24 か月間）

加
入
が
継
続
す
る
の
で
、
将
来
の
年
金

給
付
も
安
心
で
き
る
。
失
業
保
険
に
加

入
し
て
い
る
の
で
、
介
護
行
為
の
終
了

後
に
就
労
に
戻
れ
な
か
っ
た
場
合
、
失

業
手
当
や
就
労
促
進
給
付
等
を
受
け
る

こ
と
が
で
き
る
。

　

結
局
、
ド
イ
ツ
で
は
、
家
族
等
の
介

護
者
は
安
心
し
て
要
介
護
の
家
族
の
介

護
に
専
念
で
き
る
。

　

さ
ら
に
、
外
部
事
業
者
へ
の
ニ
ー
ズ

が
抑
制
さ
れ
る
の
で
、
事
業
者
サ
イ
ド

に
お
け
る
人
材
確
保
難
の
圧
力
は
、
日

本
よ
り
は
大
き
く
な
ら
な
い
。　

　

な
お
、
現
金
給
付
で
あ
る
が
、
現
金

給
付
を
選
択
す
る
要
介
護
者
は
極
め
て

多
く
、制
度
ス
タ
ー
ト
時
点（
１
９
９
６

年
）
で
は
、
保
険
給
付
の
約
６
割
を
占

め
る
こ
と
と
な
り
、
現
在
で
も
45
％
前

後
の
割
合
に
な
っ
て
い
る
６
。「
現
金

給
付
が
家
族
を
介
護
に
し
ば
り
つ
け

る
」、「
現
金
給
付
が
無
駄
に
使
わ
れ
る
」

と
い
っ
た
、
日
本
の
介
護
手
当
議
論
の

中
で
行
わ
れ
た
よ
う
な
批
判
は
全
く
な

く
、
介
護
保
険
の
給
付
と
し
て
定
着
し

て
い
る
。

　

日
本
で
は
、
１
９
９
０
年
代
の
介
護

手
当
議
論
は
、
現
金
給
付
か
現
物
給
付

か
と
い
っ
た
「
二
者
択
一
」
の
議
論
と

な
っ
た
こ
と
、
ま
た
、
家
族
等
の
介
護
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者
支
援
策
と
い
う
発
想
が
全
く
な
か
っ

た
こ
と
、
な
ど
皮
相
な
議
論
に
と
ど

ま
っ
た
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
ド
イ

ツ
の
現
金
給
付
か
ら
理
解
で
き
る
よ
う

に
、
現
金
給
付
で
あ
っ
て
も
家
族
等
の

介
護
サ
ー
ビ
ス
に
転
嫁
す
る
の
で
あ
っ

て
、
実
際
は
現
物
給
付
化
す
る
。
す
な

わ
ち
、
現
物
給
付
と
現
金
給
付
を
対
立

的
に
と
ら
え
る
見
方
は
表
面
的
な
も
の

で
あ
っ
て
、社
会
保
障
の
給
付
設
計
上
、

ど
ち
ら
か
が
絶
対
的
に
正
し
い
と
い
う

わ
け
で
は
な
い
。

２　

介
護
者
支
援
策
の
充
実
の
必
要
性

　

家
族
等
の
介
護
者
支
援
策
を
制
度
化

し
、
充
実
す
る
こ
と
の
メ
リ
ッ
ト
を
考

察
す
る
と
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

①
家
族
な
ど
に
よ
る
イ
ン
フ
ォ
ー
マ
ル

ケ
ア
を
社
会
的
に
評
価
す
る
こ
と
に
な

る
、
い
わ
ゆ
る
無
償
労
働
の
評
価
で
あ

り
、
こ
の
こ
と
は
「
介
護
の
社
会
化
」７

と
い
う
言
葉
に
ふ
さ
わ
し
い
。

②
介
護
者
の
身
体
的
・
精
神
的
負
担
や

経
済
的
負
担
の
緩
和
に
つ
な
が
る
。
介

護
者
の
孤
立
感
・
疲
労
感
の
減
少
、
介

護
へ
の
イ
ン
セ
ン
テ
ィ
ブ
を
も
た
ら

す
。

③
家
庭
内
介
護
に
対
し
て
介
護
者
支
援

策
を
通
じ
て
監
視
の
目
を
入
れ
る
こ
と

実
施

　

な
お
、
介
護
者
自
身
も
介
護
保
険
の

被
保
険
者
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
こ
れ
ら

の
支
援
策
は
、
被
保
険
者
の
保
険
料
負

が
で
き
る
の
で
、
適
切
な
介
護
の
実
施

や
高
齢
者
虐
待
の
防
止
の
効
果
が
あ

る
。

④
事
業
者
に
お
け
る
介
護
職
員
不
足
へ

の
対
策
と
な
る
。

⑤
施
設
・
在
宅
介
護
サ
ー
ビ
ス
の
利
用

増
大
に
よ
る
保
険
財
政
増
大
化
へ
の
抑

制
策
と
な
る
。

　

本
稿
で
は
触
れ
る
余
裕
が
な
か
っ
た

が
、
イ
ギ
リ
ス
で
は
「
介
護
者
法
」

（
２
０
１
４
年
５
月
制
定
）
に
よ
り
、

介
護
者
が
地
方
自
治
体
か
ら
ア
セ
ス
メ

ン
ト
を
受
け
た
り
、
支
援
を
受
け
た
り

す
る
こ
と
が
で
き
る
な
ど
の
権
利
を
定

め
て
い
る
。
ま
た
、
日
本
国
内
で
も
、

埼
玉
県
ケ
ア
ラ
ー
支
援
条
例
の
制
定

（
２
０
２
０
年
３
月
）
の
よ
う
に
、
地

方
自
治
体
レ
ベ
ル
で
介
護
者
支
援
の
法

制
化
が
始
ま
っ
て
い
る
。

　

本
稿
の
ま
と
め
と
し
て
、
次
の
と
お

り
、
家
族
等
の
介
護
者
支
援
に
関
す
る

提
案
を
行
い
た
い
。

①
介
護
保
険
法
に
介
護
者
支
援
に
関
す

る
規
定
を
加
え
る
こ
と

②
介
護
者
に
対
す
る
社
会
保
障
の
適
用

を
行
う
こ
と

③
介
護
保
険
の
保
険
給
付
に
現
金
給
付

を
加
え
る
こ
と

④
介
護
者
に
対
す
る
ア
セ
ス
メ
ン
ト
の

担
の
見
返
り
と
し
て
の
保
険
給
付
の
一

つ
と
し
て
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
換

言
す
れ
ば
、
被
保
険
者
の
権
利
の
拡
大

と
な
る
。

【注】
1 介護者の定義は、「15 歳以上でふだん家族を介護している人」であり、ふだん

の状態がはっきり決められない場合は、1 年間に 30 日以上介護をしていれば「ふ
だん介護をしている」とみなしている。

2 産経新聞電子版 2021 年 4 月 29 日の記事による
3 介護保険法 115 条の 45 第３項第 2 号に、「要介護保険者を現に介護する者」と

いう表現がある。
4 介護手当の制度化をめぐる議論の経緯については、増田雅暢（2016）『介護保険

の検証』（法律文化社）第 11 章「家族等の介護者支援と今後の課題」が詳しい。
5 本稿では、ドイツの介護保険法と記述しているが、厳密にいうと、社会法典第

11 章に介護保険に関する規定があり、本文中の条数は、この第 11 章における
条数である。

6 宮本恭子（２０２１）『越境する介護政策』（日本評論社）７６ ‐ ７７頁
7 「介護の社会化」という言葉は、介護保険制度創設時のスローガンとしてよく使

われたが、定義があいまいな言葉だった。もともとの意味は、「家族の介護負担
を軽減し、社会保険である介護保険制度を通じて介護を支える」というもので
あったが、本文中にあるように「家族は愛情を、介護は事業者が」というように、
家族介護を事業者の介護ですべて代替するようなイメージで使われたことが、
いろいろな誤解を招いたものと考える。実際、介護政策が進んでいるといわれ
る北欧においても、在宅介護において外部サービスが家族介護をすべて代替す
るということは例外的である。

【参考文献】
注釈に取り上げた著作以外に、
介護保険制度史研究会編著（２０１６）『介護保険制度史』（社会保険研究所）
増田雅暢（２０２２）『介護保険はどのようにしてつくられたか』（オフィス TM）
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